
- 1 - 

 由布市告示第68号 

  平成23年第２回由布市議会定例会を次のとおり招集する 

     平成23年６月６日 

                                由布市長 首藤 奉文 

 １ 期 日  平成23年６月13日 

 ２ 場 所  挾間庁舎由布市議会議事堂 

────────────────────────────── 

 ○開会日に応招した議員 

鷲野 弘一君         廣末 英德君 

甲斐 裕一君         長谷川建策君 

二ノ宮健治君         小林華弥子君 

髙橋 義孝君         新井 一徳君 

佐藤 郁夫君         佐藤 友信君 

溝口 泰章君         西郡  均君 

太田 正美君         佐藤  正君 

田中真理子君         利光 直人君 

久保 博義君         工藤 安雄君 

生野 征平君         佐藤 人已君 

渕野けさ子君 

────────────────────────────── 

 ○応招しなかった議員 

                    なし 

────────────────────────────── 



- 2 - 

─────────────────────────────────────────── 

平成23年 第２回（定例）由 布 市 議 会 会 議 録（第１日） 

                             平成23年６月13日（月曜日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第１号） 

                        平成23年６月13日 午前10時00分開会 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸報告 

 日程第４ 請願・陳情について 

 日程第５ 報告第４号 平成２２年度由布市土地開発公社の経営状況を説明する書類の提出に

ついて 

 日程第６ 報告第５号 平成２３年度由布市土地開発公社の事業計画を説明する書類の提出に

ついて 

 日程第７ 報告第６号 平成２２年度由布市一般会計継続費繰越計算書について 
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 日程第10 報告第９号 例月出納検査の結果に関する報告について 
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────────────────────────────── 
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- 3 - 

ついて 

 日程第７ 報告第６号 平成２２年度由布市一般会計継続費繰越計算書について 
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 日程第11 諮問第２号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 日程第12 承認第４号 専決処分の承認を求めることについて「平成２３年度由布市健康温泉

館事業特別会計補正予算（第１号）」 

 日程第13 議案第54号 由布市税条例の一部改正について 

 日程第14 議案第55号 平成２３年度由布市一般会計補正予算（第１号） 
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15番 田中真理子君        16番 利光 直人君 
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説明のため出席した者の職氏名 

市長 ……………………… 首藤 奉文君   副市長 …………………… 清水 嘉彦君 

教育長 …………………… 清永 直孝君   総務部長 ………………… 島津 義信君 

総務部参事兼総務課長 … 佐藤 式男君   財政課長 ………………… 秋吉 孝治君 

総合政策課長 …………… 相馬 尊重君   会計管理者 ……………… 工藤 浩二君 

産業建設部長 …………… 佐藤 忠由君   健康福祉事務所長 ……… 河野 隆義君 
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庄内振興局長 …………… 服平 志朗君   湯布院振興局長 ………… 古長 雅典君 

教育次長 ………………… 河野 眞一君   消防長 …………………… 加藤 康男君 

代表監査委員 …………… 佐藤 健治君                       

────────────────────────────── 

午前10時00分開会 

○議長（渕野けさ子君）  皆さん、おはようございます。平成２３年第２回由布市議会定例会が、

本日から開会されるに当たり、一言ごあいさつ申し上げます。 

 １カ月前までは、少雨傾向が続き、田植えに影響が出ないかと心配しておりましたが、梅雨に

入ったあたりから徐々に解消へと向かい、この二、三日の大雨でさすがの水不足も解消されたの

ではないかと一安心しているところでございます。 

 さきの大分県立美術館の建設誘致活動については、由布市では誘致期成会を設立し、市民と行

政が一体となって積極的に取り組んできただけに、大分市に決定という発表は本当に残念でなり

ません。 

 ただ、今回の取り組みは、市内の各組織を結集した活動であっただけに、決して無駄ではなく、

市民のさらなる融和が図られるなど、いろいろな面で大いに成果があったと確信しております。 

 この取り組みで醸成された一体感を今後のまちづくりなどに生かしていただけたらと思ってお

ります。 

 さて、国では、継続審議となっていました国と地方の新たな関係を築く地域主権関連の３つの

法律がようやく４月末に成立いたしました。 

 この法律の一つである「国と地方の協議の場に関する法律」では、国と地方の役割分担に関す

る事項について幅広い議論を重ねていくという内容であることから、これまでの国と地方の主従

関係が対等関係へと新たなステージに入ったのではないかと思われます。 

 また、「地域の自主性及び自律性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関

する法律」では、これまで全国一律であった公営住宅や道路の整備基準、幼稚園や保育所の整備

や運営に関する基準が、自治体の条例で規定できるようになります。 
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 さらに、「地方自治法の一部を改正する法律」では、議員定数の上限撤廃や議会事務局の法制

担当や監査事務局が複数市町村での共同設置が可能となります。 

 この地域主権関連３法の成立で、地方主権が出発点に立ったものの、権限が強くなれば自治体

の責任も重くなることから、地方の覚悟や自覚も問われているのではないかと思います。 

 いよいよ地方議会の充実と力量が問われますが、由布市も議会活性化調査特別委員会での協議

が進み、市民のために開かれた議会の確立をしっかり築いてまいりたいと思います。 

 ところで、今回の人事異動で女性管理職が４名誕生し、昨年と同様の６名となりましたが、同

じ女性の立場として大変うれしく思っております。男女共同参画社会にあって、それぞれの特性

を生かし、お互いに成長してまいりたいと思います。 

 時代は今、心の通う人間らしい社会が求められております。市民の期待にこたえられるよう、

皆さんの今後の御活躍を心から願っております。 

 そうした中、本定例会では、報告６件、諮問１件、承認１件、議案２件などが提案されており

ます。御審議方よろしくお願いいたします。 

 なお、本定例会においても、臨時会に引き続きクールビズ対応としておりますので、議員・執

行部とも厳粛の中に規律ある議会運営をよろしくお願いいたします。 

 以上開会に当たり、私からのごあいさつといたします。 

 それでは、本定例会の開会に当たり、招集者であります市長よりあいさつをいただきます。市

長。 

○市長（首藤 奉文君）  皆さん、おはようございます。本定例会への御出席、まことにありがと

うございます。平成２３年第２回定例会の開会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 

 極端な少雨により５月２０日に渇水対策本部を設置しておりましたが、季節外れの台風２号が

もたらした恵みの雨以降、当面の水不足は解消しておりまして、農家の皆さんも安堵されたこと

と思っております。 

 また、九州の一部に被害をもたらしました昨日までの大雨のように、甚大な被害の発生が懸念

される時期でもありますので、今後こうした自然災害への対策、対応につきましては、万全を期

してまいりたいと思います。 

 ところで、由布市にとりましては、さらなる飛躍、発展の礎となることが期待されておりまし

た県立美術館の誘致活動でございましたが、まことに残念な結果となりました。 

 議員の皆様方には、いち早くその誘致につきまして御決議をいただき、積極的な誘致の取り組

みに御尽力をいただきましたことを改めて感謝を申し上げます。 

 今回、大願成就はなりませんでしたが、議員の皆様を初め、市民が一致団結しての誘致活動を

展開することができましたことは、由布市のさらなる融和と協働が進んだものと確信をいたしま
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すとともに、皆様方の御支援、御協力に心から感謝を申し上げる次第であります。 

 今回のことを踏まえまして、今後は県に対し、由布市の新たなまちづくり等事業の推進につき

まして、強力な支援を求めてまいりたいと考えております。 

 さて、本定例会におきましては、報告、諮問、承認、そして議案につきまして提案をさせてい

ただきますが、慎重な御審議をお願いいたしますとともに、何とぞ御賛同いただきますよう重ね

てお願い申し上げまして、開会に当たりましてのごあいさつにさせていただきます。どうかよろ

しくお願いいたします。 

○議長（渕野けさ子君）  ただいまの出席議員数は２１人です。定足数に達していますので、ただ

いまから平成２３年第２回由布市議会定例会を開会します。 

 執行部より、市長、副市長、教育長、各部長、関係課長及び代表監査委員の出席を求めていま

す。 

 本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程第１号により行います。 

 これから本日の会議を開きます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（渕野けさ子君）  まず、日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、５番、二ノ宮健治君、６番、

小林華弥子さんの２名を指名します。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定 

○議長（渕野けさ子君）  次に、日程第２、会期の決定について議題とします。 

 本定例会の会期は、本日から６月２４日までの１２日間といたしたいと思います。御異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渕野けさ子君）  異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、本日から６月２４日

までの１２日間と決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．諸報告 

○議長（渕野けさ子君）  次に、日程第３、諸報告を行います。 

 まず、議長報告については、前期定例会終了後から今期定例会開会までの分をお手元に資料と

して配付いたしておりますので、お目通しをいただき、報告とさせていただきます。 

 次に、市長の行政報告を受けます。市長。 
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○市長（首藤 奉文君）  お手元に行政報告をお配りをしております。御一読いただきますようお

願いする次第でありますが、少しお時間をいただきまして、幾つかの項目について詳細な報告を

申し上げたいと思います。 

 まず、４月２６日でありますが、イオン九州株式会社との地域貢献連携協定を締結いたしまし

た。 

 既に由布院温泉旅館組合との連携により、利用金額の０.１％が市に寄附される九州初の地域

電子マネー「ゆふいん湯歩ＷＡＯＮ」の発売もなされておりますが、今回の協定の締結によりま

して、商業・観光振興を初め、地域特産物の販売促進、防災、福祉、教育など、さまざまな分野

において、地域活性化と市民サービス向上につながるものと大いに期待をしております。 

 ５月１０日に佐伯市で行われました「大分県市長会春季定例会」では、２３年度の活動計画と

予算について、また、九州市長会への提出議案として、「地域医療保健の充実強化」や「外国資

本による森林買収に関する規制」といった項目に加え、県に対する各市からの要望議案の審議を

行いました。 

 ５月１９日に長崎県壱岐市で開催されました「第１０８回九州市長会」におきましては、九州

１１８市から１０７の市長が一堂に会しまして、「都市財政の拡充強化」や「合併市町村に関す

る支援策」などの議案について討議がなされ、１６議案すべてが可決をされました。 

 また、さきの東日本大震災による「原子力発電所の安全対策に関する緊急決議」と九州内の観

光交流の促進を図るなど、地域経済を萎縮させないことなどを織り込みました。「東日本大震災

に係る復興支援及び九州安全宣言に関する決議」が採択されたところであります。 

 ５月９日には、クワオルト先進地であります「熊野古道」で有名な田辺市、「蔵王」で知られ

る上山市、そして「由布院」があります由布市の３市長が東京に集いまして、日本型温泉クワオ

ルト研究会の設立総会を開催いたしました。 

 当日は、関係者約１００人が参加し、地域資源を活用し、心と身体を元気にする質の高い健康

保養地を目指す取り組みについて話し合いを行いました。 

 私は初代会長を仰せつかりましたが、今後、研究会といたしましては、人材の育成やさまざま

なプログラムの企画、そして交流の輪を全国に広げていく活動の推進を皆さんにお願いした次第

であります。 

 ６月７日には、全国８５の市が加盟しております温泉所在都市協議会の総会が東京都で開催さ

れ、出席いたしました。 

 総会におきましては、観光立国を推進する上で欠くことのできない温泉所在都市に対する税財

源措置並びに施策に関する支援の要望について決定をいたしました。 

 また同日、全国市長会において議決される議案の審議を行います地方税財政分科会に出席をい
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たしました。 

 地方財政基盤の拡充強化等各支部からの議案に加え、地方交付税の総額の確保や、地方の財源

であることを明確にした地方共有税の創設といった重点提言事項につきまして審議を行いました。 

 翌６月８日に開催されました全国市長会議通常総会では、「真の分権型社会の実現を求める決

議」「基礎自治体の果たしている役割を踏まえた社会保障と税の一体改革に関する決議」ととも

に、「東日本大震災に関すること」「原子力発電所の事故と安全対策に関すること」「地震・津

波防災対策の充実強化に関すること」の緊急決議が決定されました。 

 終わりに、東日本大震災の被災地では、今なお多くの被災者が避難所生活を強いられ、幾重も

の苦難に耐えておられます。 

 震災発生から、消防職員緊急援助隊の派遣に始まり、登米市と気仙沼市への救援物資の搬送、

被災者受入態勢の整備等の支援を行ってまいりました。このことは既に御報告いたしております

が、５月に入りまして、市内小中学校から寄せられました心のこもったメッセージや絵、千羽鶴

を交流のあります宮城県登米市へお送りしました。 

 登米市では、壊滅的な被害を受けた南三陸町の方々が大勢避難されておりまして、子どもたち

からのメッセージは、その避難所に掲示され、被災者の皆さんを勇気づけているとの連絡を受け

ております。 

 また、５月１４日から５月２９日の１６日間、震災の被災地である宮城県名取市に県職員との

共同派遣事業として職員を派遣いたしました。過酷な状況下で業務を遂行してくれましたが、今

後の生活の見通しも立たない中で前向きに振る舞う被災者の姿に感銘を受けたとの報告を受けて

おります。 

 以上、報告いたします。 

○議長（渕野けさ子君）  市長の行政報告が終わりました。 

 議員の皆さん、それから行政の皆さん、暑い方は背広を御自由にお取りください。 

 次に、地方自治法第１２５条の規定により、平成２３年第１回定例会において採択されました

請願・陳情の処理の経過と結果について、執行部より報告を求めます。副市長。 

○副市長（清水 嘉彦君）  それでは、平成２３年第１回定例会で採択または趣旨採択されました

請願３件のその後の処理状況について御報告いたします。 

 請願受理番号１、受理年月日、平成２３年２月７日、件名、市道編入に関する請願について

（湯布院町乙丸区）であります。ちょうど花の木通り商店街の突き当たりのあたりから県道別府

湯布院線に抜ける道の件でございます。付託委員会、産業建設委員会、結果、採択。その後の処

理状況でありますが、現在、市道認定に向けまして、道路台帳の現況図の作成をいたしておりま

す。平成２３年度中の市道認定を予定しております。 
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 続きまして、請願受理番号３、受理年月日、平成２３年２月２３日、件名、市道編入に関する

請願について（湯布院町温湯区）。この路線は、ちょうど民芸村に県道別府湯布院線から入る路

線の一つ別府寄りの道で、通称湯の坪街道と県道別府湯布院線を結ぶ路線でございます。付託委

員会、産業建設委員会、結果は採択でございます。この路線につきましても、現在、道路台帳現

況図の作成をいたしておりまして、平成２３年度中の市道認定を予定しております。 

 続きまして、請願受理番号４、受理年月日、平成２３年２月２４日、件名は、関心ある市民と

当事者である住民とによるユーバス運営委員会（仮称）を立ち上げて、状況把握・見直し・広報

を行い、少しでも早くより多くの住民の暮らしの足が確保されるようにしてくださいとの請願書

でございます。付託委員会、総務委員会、結果としては、趣旨採択になっております。この件に

つきましては、既に市民交通対策検討委員会においていろんな議論をしているとこでありますが、

さらに市民の意見を反映させるため、公募委員を３名追加することにし、現在公募をいたしてお

ります。５月には国のほうから各地の先進的な取り組みについての報告書も出されております。

こういった面も参考にしながら、今後進めていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（渕野けさ子君）  請願・陳情の処理の経過及び結果報告が終わりました。 

 次に、由布大分環境衛生組合議会の報告をお願いいたします。由布大分環境衛生組合議会議長、

生野征平君。 

○由布大分環境衛生組合議会議長（生野 征平君）  おはようございます。 

 それでは、由布大分環境衛生組合議会の報告をいたします。 

 お手元に会議結果については配付をいたしております。平成２３年第１回由布大分環境衛生組

合議会の臨時会が、環境衛生組合会議室で平成２３年６月２日開催されましたので、報告いたし

ます。 

 臨時会開会に先立ち、午後２時より環境衛生組合議会全員協議会が同組合会議室において行わ

れました。 

 今回、全員協議会の協議事項は、大分市選出の環境衛生組合議会議員の変更に伴い、議席の指

定について、監査委員の選任について、以上２件について事務局より説明があり、協議をいたし

ました。 

 引き続き、午後２時３０分より臨時会が開催され、大分市選出議員の議席を指定、会期は、当

日１日限りとして議案１件が上程されました。 

 議案第３号監査委員の選任について、地方自治法第１９６条第１項の規定により、由布大分環

境衛生組合監査委員を選任するもので、提案理由として、委員のうちから選任される監査委員の

欠員によるもので、大分市選出の宮邉和弘議員の選任同意案が上程され、採決の結果、全員の賛
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成により同意案は承認されました。 

 以上、平成２３年第１回由布大分環境衛生組合議会臨時会の報告を終わります。 

○議長（渕野けさ子君）  由布大分環境衛生組合議会の報告が終わりました。 

 次に、閉会中の各委員会の調査研修の結果について報告を求めます。 

 まず、産業建設常任委員長、太田正美君。 

○産業建設常任委員長（太田 正美君）  おはようございます。産業建設常任委員会委員長の太田

正美です。 

 本常任委員会は、第１回定例会後、所管事項の次の事件について調査研修を行ったので、その

結果を下記のとおり会議規則第１０３条の規定により報告いたします。 

 調査事件、１、地域直売所の推進について、２、福岡アンテナショップ事業現地調査について。

調査研修の期間、平成２３年３月１８日より１９日、２日間。研修地、佐賀県三瀬村、福岡県福

岡市。視察者、私と副委員長、田中議員、新井議員、工藤議員、佐藤人已議員、随行として議会

事務局より吉野。調査報告は別紙のとおりになります。 

 調査場所、佐賀県三瀬村「やさい直売所マッちゃん」、福岡県福岡市「ＪＲ博多シティ「つば

めの杜ひろば」」。対応、マッちゃんでは、特別予定をしておりませんでしたが、当日たまたま

ここの代表者であります方がおりましたので、説明を受けました。博多シティビルにおきまして

は、博多ビル社長丸山康晴氏の説明を受けました。それと、由布院観光総合事務所より生野敬嗣

様の説明を受けました。 

 当委員会は、「地域直売所の推進」と「福岡アンテナショップ事業現地調査」として、３月

１８、１９の２日間にわたり、佐賀県三瀬村及び福岡県福岡市にて調査研修を実施したので、報

告を行います。 

 まず、直売所の推進としては、佐賀県三瀬村で「やさい直売所マッちゃん」という直売所の視

察を行いました。直売所は、平成３年に個人が開業した施設で、周辺にはスーパー等の商業施設

がなく、国道沿いの立地のよさから、年々来客数が増加してきたとのことで、主には高原野菜の

販売を行っているが、食事コーナー等の充実もあり、現在では契約農家７００農家、年間７億円

の売り上げを誇り、県内外から年間３０万人程度の集客があるとの説明を受けました。三瀬村は

そばが有名だが、その直売所を訪れ、その後に周辺のそばどころにて食事を行う客も少なくなく、

直売所だけではなく、周辺の経済波及効果もうかがうことができた。 

 次に、福岡アンテナショップ事業現地調査について、３月定例会において執行部より議案提出

のあった福岡アンテナショップ事業委託料についての現地調査で、執行部側からは、九州新幹線

の開通による集客や特産品の紹介・販売の促進、ひいては由布市全体のＰＲを行うために設置し、

事業費３２５万円の計上を行ったとの説明を受けた。 
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 当委員会としては、委員会審議の際に現地調査を実施する必要があると判断を行ったが、設置

場所が県外であり、会期中の現地調査が困難であったため、議会終了後、早急に現地調査を行っ

た。 

 現地では、由布院観光総合事務所の生野氏に店舗の説明を、博多ターミナルビル丸山社長の構

内の案内と「鉄道神社の表参道」について出店の設置目的の説明を受けた。 

 丸山氏の説明では、屋上には鉄道神社をつくり、子ども用の汽車を走らせることで縁日をイ

メージした出店を考えているとうかがった。 

 ２名の説明に加え、当委員会は２日間にわたり店の様子、客の流れ、アンテナショップとして

の役目・効果があるのかどうか、時間をかけて調査した。 

 調査段階での事業の実施の状況は、パンフレットの配布、特産品の販売、観光案内、由布市の

情報発信等について、不十分であると思われた。 

 ただし、集客の多さは、アンテナショップが長期にわたって、確実な情報発信が行われていく

のであれば、由布市のＰＲにもつながり、大いに利点になるとの意見の一致を見た。 

 以上でありますが、なお現地調査を終え、３月２３日に委員会を開催し、この事業をどのよう

に判断を下すか、その結果を踏まえ、担当課と話をし、４月実施に向けアンテナショップとして

の役目・役割、市内全域の観光、イベントのＰＲ、特産品の紹介・販売、市内のパンフレット配

布など、十分な調査ができるまで予算の執行はしないとし、またその後、担当課と協議をし、由

布市観光の情報発信が確実に実施されるよう、店舗に立つ人間が由布市の観光地検証を実施して

いく必要がある等の話し合いが重ねられ、業務仕様書が作成されました。 

 よって、５月１０日、再度委員会を開催し、現状と業務仕様書の説明を受け、この仕様書に基

づいて実施して行いたいと報告を受けた。 

 最終的に当委員会は、由布市のアンテナショップとしてその機能が十分果たせるよう努力し、

またその一方で、この１年間、由布市の観光に少しでも結びつくように情報発信をし、目的を達

してもらいたいという意見を付し、当該予算の執行を認めることにいたしました。 

 以上であります。 

○議長（渕野けさ子君）  次に、議会広報編集特別委員長、田中真理子さん。 

○議会広報編集特別委員長（田中真理子君）  おはようございます。議会広報編集特別委員会委員

長、田中真理子です。 

 それでは、閉会中に行いました議会広特別委員会の調査研修報告をいたします。 

 本特別委員会は、所管事項のうち、次の事件について調査研修を行ったので、その結果を下記

のとおり会議規則第１０３条の規定により報告いたします。 

 調査事件、議会だよりの編集、「市民の目をひく紙面づくりについて」。調査研修の期間は、
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平成２３年３月２８日から２９日の２日間です。研修地は、愛媛県東温市です。調査研修視察者

は、委員長私田中、委員として甲斐裕一、二ノ宮健治、太田正美、渕野議長にはオブザーバーと

して出席してもらいました。随行員は吉野貴俊です。調査研修報告は別紙のとおりになっており

ます。 

 調査研修結果。研修地は東温市、東温市議会事務局です。対応として、議会だより編集委員会、

説明者に片岡益男氏、この方は議会だより編集委員長です。議会事務局から渡部祐二氏、議会事

務局の専門員をしていらっしゃいます。 

 それでは、当委員会は、調査研修目的を「市民の目をひく紙面づくりについて」とし、去る

３月２８日に愛媛県東温市議会を研修視察地として調査研修を実施しました。 

 対応は、片山編集委員長を初めとした編集委員の方々と議会事務局の渡部専門員から丁寧な説

明をいただきました。その概要を報告いたします。 

 東温市は、平成１６年９月２１日に重信市と川内町が合併し、市政がスタートしました。概況

としては、県都松山市に隣接した市として、地理的条件はもちろんのこと、自然環境にも恵まれ

た都市近郊田園都市として発展を続けてきています。面積は２１１.４５１平方キロメートル、

人口３万４,６１９人、世帯数１万３,９７６世帯で、由布市とほぼ同程度の規模の市です。 

 東温市の議会だより編集委員会の特徴としては、特別委員会という構成ではなく、任期は１年

で、議長を編集責任者として、議長指名で委員を７名、それに加え顧問として議長経験者を３名、

議員総数１８名のうち１０名の議員によって編集委員が構成されていました。４年の任期中に全

議員が１回は委員となり、全員参加型で議会だより編集・作成を行っています。 

 また、発行部数については１万３,２００部、Ａ４版の１６ページ２色刷りで、発行は、５月、

８月、１１月、２月の年４回の全戸配布となっており、あわせて市議会ホームページからの公開

も行われており、発行に係る経費は平成２１年度決算額で１６５万２,０５０円でした。 

 今回の調査研修では、読みやすい紙面、字数の削減、写真の掲載、記事の再検討、星取表の掲

載などを課題に上げ、東温市の議会だより編集委員会からの情報収集や意見交換を行ったところ

です。 

 双方での意見交換をする中で、東温市も自主性・公正・客観性・公開度の情報量を記事の４本

柱として、よいものをつくるための工夫と、読みやすい紙面づくりに気をつけ、きめ細やかなレ

イアウト・スケジュールに基づいて編集を行っていました。 

 紙面での字数の使用方法は、当市編集と余り変わりはありませんでしたが、レイアウトは、

１段１１字の６段組を基本とした構成となっており、タイトルは簡素に１段を使用した大きな見

出しに、関連の記事の写真を掲載しております。 

 記事については、文面を短く簡潔にすることで読みやすくし、全体としてコンパクトにまとめ
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られていました。 

 星取表については、常任委員会で十分議論し、他の委員会の委員の傍聴も認め、質問・発言権

も認めているので、特に考えていないとの返答でした。 

 そのほかにも、市民の撮影した写真を積極的に採用して掲載を行う、表紙及び裏表紙への企業

への広告の掲載を行うなどの取り組みも実施されていました。 

 編集委員長からは熱心な説明を受け、事務局には丁寧な対応をしていただきました。 

 東温市議会だより編集委員会は、「市民に親しまれる議会だより」を目指して、見やすく読み

やすいをモットーに頑張っていました。 

 この研修で、議会のありようをさらに考えさせられた思いがしました。 

 簡潔でわかりやすく伝えることの難しさ、情報の正確さはもちろん、公開をどのような形でど

こまで行うかなど、開かれた議会を目指し、市民に議会活動をよりよく理解してもらえるよう、

使命を果たすべく、今後も議会だよりを通じた議会の情報発信に取り組んでいかなければならな

いと思いました。 

 以上です。 

○議長（渕野けさ子君）  以上で各委員会の調査研修報告を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．請願・陳情について 

○議長（渕野けさ子君）  次に、日程第４、請願・陳情についてを議題とします。 

 議会事務局長に請願・陳情の朗読を求めます。議会事務局長。 

○事務局長（長谷川澄男君）  それでは、お手元に配付しております請願文書表によりまして朗読

いたします。 

 請願者の氏名、それから紹介議員の敬称等につきましては略させていただきます。 

 まず、受理番号５、受理年月日、平成２３年６月１日、件名、義務教育費国庫負担制の堅持を

求める請願。請願者住所、由布市庄内町○○○○○○○○、氏名、大分県教職員組合由布支部執

行委員長水島裕視、紹介議員二ノ宮健治。付託の委員会につきましては教育民生です。 

 受理番号６、受理年月日、平成２３年６月３日、件名、由布川地区コミュニティーセンターの

建設に関する請願。請願者の住所、氏名でございますが、済みません、ちょっと１字余分な、

「由布市」、「市」の１字がちょっと余分に入っておりまして、１字削除ということで訂正をお

願いいたします。由布川地区自治委員会会長丹生眞一外１０名、紹介議員工藤安雄、利光直人、

田中真理子、二ノ宮健治、甲斐裕一。付託委員会については総務でございます。 

 受理番号７、受理年月日、平成２３年６月３日、件名、市道編入に関する請願について。請願

者住所、由布市湯布院町○○○○○○○○○、氏名、東石松区長志手一夫外１名、紹介議員久保
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博義、廣末英德、小林華弥子。付託委員会は産業建設でございます。 

 受理番号８、受理年月日、平成２３年６月３日、件名、坪池水路の拡幅について。請願者住所、

由布市湯布院町○○○○○○○○、氏名、温湯区行政区長浦田政秀外１名、紹介議員長谷川建策、

廣末英德。付託委員会につきましては産業建設。 

 請願については以上でございます。 

○議長（渕野けさ子君）  ただいまの受理番号５から受理番号８までの請願４件については、会議

規則第１３４条の規定により、お手元に配付の請願文書表のとおり、所管の常任委員会に付託し

ます。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．報告第４号 

日程第６．報告第５号 

日程第７．報告第６号 

日程第８．報告第７号 

日程第９．報告第８号 

日程第１０．報告第９号 

日程第１１．諮問第２号 

日程第１２．承認第４号 

日程第１３．議案第５４号 

日程第１４．議案第５５号 

○議長（渕野けさ子君）  次に、本定例会に提出されました日程第５、報告第４号平成２２年度由

布市土地開発公社の経営状況を説明する書類の提出についてから日程第１４、議案第５５号平成

２３年度由布市一般会計補正予算（第１号）までの１０件を一括上程します。 

 市長に提案理由の説明を求めます。市長。 

○市長（首藤 奉文君）  それでは、上程されました議案につきまして、一括して提案理由を御説

明申し上げます。 

 本定例会で御審議をお願いいたします案件は、報告６件、諮問１件、承認１件、議案２件でご

ざいます。 

 最初に、報告６件を御説明いたします。 

 報告第４号平成２２年度由布市土地開発公社の経営状況を説明する書類の提出については、

５月１２日開催の由布市土地開発公社理事会において、平成２２年度の事業報告と決算が承認さ

れましたので、地方自治法第２４３条の３第２項の規定によりまして書類を提出するものであり

ます。 
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 報告第５号平成２３年度由布市土地開発公社の事業計画を説明する書類の提出については、

３月２８日開催の由布市土地開発公社理事会において、平成２３年度の事業計画、収支予算、資

金計画が承認されましたので、地方自治法第２４３条の３第２項の規定により書類を提出するも

のであります。 

 報告第６号平成２２年度由布市一般会計継続費繰越計算書については、由布院小学校改築事業

の翌年度への逓次繰越額が確定いたしましたので、地方自治法施行令第１４５条第１項の規定に

より報告をするものです。 

 報告第７号平成２２年度由布市一般会計繰越明許費繰越計算書については、２６の事業につい

て翌年度繰越額と繰越財源が確定をいたしましたので、地方自治法施行令第１４６条第２項の規

定により報告するものであります。 

 報告第８号平成２２年度由布市一般会計事故繰越し繰越計算書については、東日本大震災によ

る影響や関係機関との調整に時間を要し、３事業が年度内に完了しなかったことから、地方自治

法施行令第１５０条第３項の規定により報告するものであります。 

 報告第９号例月出納検査の結果に関する報告については、監査委員会による監査報告ですので、

代表監査委員により報告をいたします。 

 次に、諮問の第２号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてでございますが、こ

の諮問は、現在も人権擁護委員をお願いをしております梅野悦子氏が、平成２３年９月３０日を

もって３年の任期が満了することから、引き続き委員をお願いいたしたく、人権擁護委員法第

６条第３項の規定により、再任について議会の意見を求めるものであります。 

 承認第４号平成２３年度由布市健康温泉館事業特別会計補正予算（第１号）の専決処分の承認

を求めることについては、歳入歳出それぞれ１９１万１,０００円を追加し、予算総額を１億

３,８０７万４,０００円といたしております。平成２２年度の歳入不足に伴うもので、緊急を要

しましたことから、地方自治法第１７９条第１項の規定により、５月２７日付で専決処分を行っ

たものであります。 

 議案第５４号由布市税条例の一部を改正する条例については、東日本大震災により地方税法、

地方税法施行令の一部改正が行われ、雑損控除額等の特例と住宅借入金等特別税額控除の適用期

限の特例を条例附則に加えるものであります。 

 議案第５５号平成２３年度由布市一般会計補正予算（第１号）については、歳入歳出にそれぞ

れ９,３８４万円を追加し、予算総額を１６３億２,６０１万円にお願いするものであります。 

 歳出では、畜産品評会のための施設整備事業、継続事業となっております湯の坪の無電柱化事

業費の追加と、それから支援物資として東日本大震災の被災地に送付いたしました非常食等の補

充経費などを計上いたしております。 
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 その他は、４月の人事異動に伴う人件費の組み替えが主なものとなっております。 

 詳細につきましては、担当部長、課長から説明をさせますので、何とぞ慎重なる御審議の上、

御賛同いただきますようお願い申し上げます。 

 以上であります。 

○議長（渕野けさ子君）  市長の提案理由の説明が終わりました。 

 次に、報告第９号例月出納検査の結果に関する報告について、代表監査委員より報告を求めま

す。佐藤代表監査委員。 

○代表監査委員（佐藤 健治君）  代表監査委員の佐藤でございます。 

 それでは、平成２３年第２回定例会に関しまして、諸報告として報告をさせていただきますが、

第９号につきまして御報告申し上げます。 

 報告第９号例月出納検査の結果に関する報告について、地方自治法第２３５条の２第３項の規

定により、例月出納検査の結果に関する報告を次のとおり提出する。平成２３年６月１３日提出、

由布市代表監査委員佐藤健治。 

 裏面をお開きください。地方自治法第２３５条の２第１項の規定によりまして、平成２３年

２月の例月出納検査を実施いたしました。 

 検査の対象は、会計管理者及び企業管理者の保管する１月末の現金の在高及び出納状況であり

ます。検査は２月２４日に行いました。結果につきましては、会計管理者及び企業管理者の保管

する現金の在高及び出納関係諸表等の計数の正確性の検証、並びに現金の出納事務が適正に行わ

れているかどうかについて検査をしたところ、その計数は、諸帳票の計数と一致しており、適正

に処理されていることが認められました。 

 続きまして、次のページです。同じく３月の例月出納検査を実施いたしました。 

 検査の対象は、会計管理者及び企業管理者の保管する２月末の現金の在高及び出納状況であり

ます。検査は３月２５日に行いました。検査につきましては、会計管理者及び企業管理者の保管

する現金の在高及び出納関係諸表等の計数の正確性の検証、並びに現金の出納事務が適正に行わ

れているかどうかを検査したところ、その計数は、諸帳票の計数と一致しており、適正に処理さ

れていることが認められました。水道事業特別会計における事業において、収納計画に沿った滞

納整理が履行されています。引き続き努力をお願いしたところでございます。 

 最後のページになりますが、同じく４月の例月出納検査を実施いたしました。 

 検査の対象は、会計管理者及び企業出納員の保管する３月末の現金の在高及び出納状況であり

ます。ここで、前月までと変わった企業出納員という表示をいたしております。由布市では条例

で管理者を置かないとなっておりますので、今後は企業出納員の保管する現金の在高となります。

検査は４月２６日に行いました。検査につきましては、会計管理者及び企業出納員の保管する現
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金の在高及び出納関係諸表等の計数が適正に管理されておるかの検証、並びに現金の出納事務が

適正に行われているか検査したところ、その計数は、諸帳票等の計数と一致しており、適正に処

理されていることが認められました。年度末に向けての市税の収納が向上しております。特に滞

納繰越分については、その結果が顕著にあらわれています。これにつきましても、引き続き努力

をお願いしたところでございます。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（渕野けさ子君）  例月出納検査の結果報告が終わりました。 

 次に、ただいま上程されました各議案について、詳細説明を求めます。 

 まず、報告第４号平成２２年度由布市土地開発公社の経営状況を説明する書類の提出について

及び報告第５号平成２３年度由布市土地開発公社の事業計画を説明する書類の提出についての

２件について、続けて詳細説明を求めます。総合政策課長。 

○総合政策課長（相馬 尊重君）  総合政策課長です。 

 それでは、まず報告第４号の詳細説明を行います。 

 報告第４号平成２２年度由布市土地開発公社の経営状況を説明する書類の提出について、地方

自治法第２４３条の３第２項の規定により、由布市土地開発公社の事業の経営状況を説明する書

類を次のとおり提出する。平成２３年６月１３日提出、由布市長。 

 １ページをごらんください。平成２３年５月１２日に由布市土地開発公社の理事会が開催され、

平成２２年度の事業報告及び決算が議決され、公有地の拡大の推進に関する法律第１８条第３項

の規定により、事業報告書及び財務諸表が監査意見書とともに提出されましたので、地方自治法

第２４３条の３第２項の規定により報告するものでございます。 

 ３ページをお開きください。平成２２年度事業報告ですが、新たな公有地取得事業として、市

道向原別府線道路改良事業用地１,４４４.０４平米を４,００８万３,７００円で取得しました。 

 また、管理業務では、市道向原別府線用地借入金利息として４４万６,２２７円、下湯平若者

定住化団地用地借入金利息として１１４万５,７７５円を支払いました。 

 さらに、附帯事業として、下湯平用地土地使用料として１６万２,５９９円の収入を得ていま

す。 

 以下、理事会の開催状況、監査の状況、役員等の状況を記載しております。 

 次に、２２年度の財務諸表について説明いたします。６ページをお開きください。 

 まず、貸借対照表ですが、公社の１年間の財政状況を資産の部、負債の部、資本の部で現在高

を示したもので、資産合計並びに負債資本合計ともに１億４,７８９万５,９２７円となっており

ます。 

 次に、７ページをお開きください。損益計算書です。１年間の収益と費用を計算するもので、
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当期につきましては１０万４,２３６円の利益となっております。 

 次に、８ページですけども、キャッシュフロー計算書です。１年間の現金、預金の動きをあら

わしたもので、普通預金の年度末残高は５３６万２４９円、同じく定期預金残高は４０３万

３,６１３円、合計９３９万３,８６２円の残高となっております。 

 ９ページをお開きください。９ページには、販売費及び一般管理費で、人件費及び経費２８万

４,９８２円の内訳を記載しております。 

 １０ページには、準備金計算書でございます。前年度準備金９３０万９,３５１円に当期純利

益１０万４,２３６円を加えた９４１万３,５８７円が当期準備金となり、下段の準備金処理計算

書により次期繰越準備金として処理しております。 

 次に、１１ページは財産目録です。資産合計１億４,７８９万５,９２７円から負債合計１億

２,５４８万２,３４０円を引いた２,２４１万３,５８７円が純資産ということになっております。 

 以下、１２ページ以降に預金明細書及び残高証明書、公有地の用地明細表、資産明細表、借入

金明細表を添付しております。 

 次に、３５ページをお開きください。３５ページから３７ページにかけまして、平成２２年度

の中間監査並びに決算に係る監査意見書を掲載しております。 

 以上で報告第４号の詳細説明を終わります。 

 続いて、報告第５号の詳細説明を行います。 

 報告第５号平成２３年度由布市土地開発公社の事業計画を説明する書類の提出について、地方

自治法第２４３条の３第２項の規定により、由布市土地開発公社の事業計画を説明する書類を次

のとおり提出する。平成２３年６月１３日提出、由布市長。 

 １ページをごらんください。平成２３年３月２８日に由布市土地開発公社の理事会が開催され、

平成２３年度の事業計画及び収支予算並びに資金計画が議決され、公有地の拡大の推進に関する

法律第１８条第２項の規定により承認しましたので、地方自治法第２４３条の３第２項の規定に

より報告いたすものでございます。 

 まず、事業計画ですが、公有地取得事業の管理利息として２件、そして用地処分として平成

２２年度取得いたしました市道向原別府線道路改良事業用地を由布市に売却する事業計画となっ

ております。 

 次に、２ページから予算となっておりますが、収益的収入は、公有地取得事業収益、附帯事業

収益、補助金収益、預金利息で４,１２７万１,０００円、収益的支出は、公有地取得事業原価、

一般管理費、支払利息並びに予備費で４,１３２万８,０００円を計上しております。 

 次に、３ページをお開きください。資本的収入は、短期借入金と長期借入金の前受金を受け入

れ、合計で１億８１３万２,０００円を計上しており、同支出では、公有地取得事業費、短期借
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入金返済金及び予備費を加えて１億４,８２６万８,０００円を計上しております。 

 なお、不足する４,０１３万６,０００円は、過年度分及び今年度分損益勘定留保資金で補てん

するものとしております。 

 また、第５条で、２３年度の借入金限度額を１億７４８万３,０００円と定めております。 

 ４ページから６ページまでは予算の明細を記載しております。 

 次に、７ページ、８ページをお開きください。２３年度の資金計画ですが、差し引きではほぼ

前年度並みとなっておりますが、公有地取得事業収益が４,００８万４,０００円及びそれに伴い

まして借入金償還金が１億４,７５６万６,０００円と同額しておりますが、差し引きではほぼ前

年度並みということになっております。 

 以下、９ページ以降に一般管理費の明細、予定損益計算書、予定貸借対照表、予定キャッシュ

フロー計算書を添付しておりますので、参照していただきたいと思います。 

 以上で詳細説明を終わります。 

○議長（渕野けさ子君）  ここで暫時休憩いたします。再開は１１時１０分といたします。 

午前11時01分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時12分再開 

○議長（渕野けさ子君）  再開いたします。 

 次に、報告第６号平成２２年度由布市一般会計継続費繰越計算書についてから報告第８号平成

２２年度由布市一般会計事故繰越し繰越計算書についてまでの３件について、続けて詳細説明を

求めます。財政課長。 

○財政課長（秋吉 孝治君）  財政課長でございます。 

 それでは、詳細説明を申し上げます。 

 まず、報告第６号をお願いいたします。報告第６号平成２２年度由布市一般会計継続費繰越計

算書について、地方自治法施行令第１４５条第１項の規定により、継続費に係る歳出予算の経費

を繰り越したので、報告する。平成２３年６月１３日提出、由布市長。 

 裏面をごらんください。継続費の繰越計算書でございます。平成２２年度、２３年度の２カ年

の継続費設定で現在事業を実施しております由布院小学校改築事業の２３年度への逓次繰越額が

７,６９６万２,７１５円に確定しましたので、報告するものでございます。 

 続きまして、報告第７号をお願いいたします。報告第７号平成２２年度由布市一般会計繰越明

許費繰越計算書について、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により、繰越明許費に係る

歳出予算の経費を繰り越したので、報告する。平成２３年６月１３日提出、由布市長。 

 次のページをお開きください。一般会計の繰越明許費の繰越計算書でございます。昨年の
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１２月の追加補正、一般会計補正予算（第７号）でございますけども、そこで１７件、さきの

３月補正で補正予算（第８号）で１２件、３月の追加補正（第９号）で１件、計３０事業の繰り

越しの議決をいただきました。そのうち２６事業を２３年度に繰り越しをいたしました。繰越額

の合計は、一番最後になりますけども、７億７,４９７万８,０００円でございます。 

 なお、繰り越し理由につきましては、繰り越し議決の際に説明を申し上げましたので、省略を

させていただきます。 

 それでは、続きまして報告第８号をお願いいたします。報告第８号平成２２年度由布市一般会

計事故繰越し繰越計算書について、地方自治法施行令第１５０条第３項の規定により、事故繰越

しに係る歳出予算の経費を繰り越したので、報告する。平成２３年６月１３日提出、由布市長。 

 裏面をお願いいたします。一般会計の事故繰越しの繰越計算書でございます。３事業につきま

しては、年度内に完成予定で工事等を発注しておりましたけども、事情により年度内完成ができ

ませんでした。よって、事故繰越しとして地方自治法第２２０条第３項ただし書きの規定により、

３事業の合計額１億２,６８１万３,９６６円を２３年度に繰り越すものでございます。 

 なお、事故繰越しの理由につきましては、地域情報通信基盤整備推進事業と生活保護レセプト

管理システム導入業務は、東日本大震災の影響により必要資材がそろわなかったためでございま

す。 

 また、地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業で行っております湯の坪無電柱化事業につきま

しては、関係機関との調整に不測の時間を要したためでございます。 

 以上で私からの詳細説明を終わらせていただきます。 

○議長（渕野けさ子君）  次に、諮問第２号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、

詳細説明を求めます。総務部長。 

○総務部長（島津 義信君）  総務部長でございます。諮問第２号につきまして詳細説明を行いま

す。 

 諮問第２号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、下記の者を人権擁護委員に

推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

 記。住所、大分県由布市挾間町○○○○○○○○、氏名、梅野悦子、昭和２１年８月１４日生

まれ、満６４歳。平成２３年６月１３日提出、由布市長。 

 提案理由といたしまして、人権擁護委員の任期が平成２３年９月３０日をもって満了となりま

すので、再任の推薦をしたいためでございます。 

 裏面をお願いいたします。梅野悦子氏の経歴等について記載をいたしておりますので、御一読

をお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 
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○議長（渕野けさ子君）  次に、承認第４号専決処分の承認を求めることについて「平成２３年度

由布市健康温泉館事業特別会計補正予算（第１号）」について、詳細説明を求めます。健康福祉

事務所長。 

○健康福祉事務所長（河野 隆義君）  健康福祉事務所長でございます。議案書の朗読並びに詳細

説明を行います。 

 承認第４号専決処分の承認を求めることについて、地方自治法第１７９条第１項の規定により、

平成２３年度由布市健康温泉館事業特別会計補正予算（第１号）を別紙のとおり専決処分したの

で、同条第３項の規定により、これを報告し承認を求める。平成２３年６月１３日提出、由布市

長。 

 専決処分書、下記の件について、地方自治法第１７９条第１項の規定により、議会の議決すべ

き事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認

め専決処分する。平成２３年５月２７日、由布市長。 

 記。平成２３年度由布市健康温泉館事業特別会計補正予算（第１号）、緊急に対応する必要が

生じたため。 

 １ページ飛ばして、次のページをお願いします。平成２３年度由布市健康温泉館事業特別会計

補正予算（第１号）、平成２３年度由布市健康温泉館事業特別会計補正予算（第１号）は、次に

定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１９１万１,０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ１億３,８０７万４,０００円と定める。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。平成２３年５月２７日専決、由布市長。 

 議案書につきましては、由布市健康温泉館事業特別会計補正予算（第１号）について専決処分

の承認を求めるものでございます。 

 内容につきましては、入浴料の大幅な減収により、平成２２年度の健康温泉館事業会計におい

て歳入不足が生じたため、平成２３年度の歳入予算を繰上充用するものでございます。予算措置

といたしましては、平成２２年度の不足額を補うため、平成２３年度会計における歳入の使用料

を、歳出では前年度繰上充用金をそれぞれ１９１万１,０００円補正計上いたしております。 

 以上でございます。 

○議長（渕野けさ子君）  次に、議案第５４号由布市税条例の一部改正について、詳細説明を求め

ます。総務部長。 

○総務部長（島津 義信君）  総務部長でございます。議案第５４号について詳細説明を行います。 

 議案第５４号由布市税条例の一部改正について、由布市税条例の一部を改正する条例を次のよ
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うに定める。平成２３年６月１３日提出、由布市長。 

 提案理由といたしまして、平成２３年法律第３０号による地方税法の一部改正及び平成２３年

政令第１１３号による地方税法施行令の一部改正に伴い、条例の改正を行う。 

 次ページをお願いいたします。今回の税条例の改正につきましては、附則に２条を加えるもの

でございます。 

 まず、第２２条として、東日本大震災に係る雑損控除等の特例ということで、これは本年の

２３年３月の大震災で損失金額が発生した場合に、納税者の選択によりまして平成２２年におい

て生じたものとして控除を適用することができるというものでございます。５年間の適用という

ことになります。 

 それから、本人のみではなくて、所得割の納税義務者の扶養親族であった場合もこの規定を適

用するということになります。 

 それから、２３条につきましては、住宅借入金等特別控除の適用を受けていた住宅が、今回の

震災で居住の用に供することができなくなった場合にも、残りの対象期間について引き続き控除

を適用するというものでございます。 

 附則といたしまして、２２条につきましては交付の日から施行するといたしておりますが、

２３条につきましては平成２４年の１月１日から施行するということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（渕野けさ子君）  次に、議案第５５号平成２３年度由布市一般会計補正予算（第１号）に

ついて詳細説明を求めます。財政課長。 

○財政課長（秋吉 孝治君）  財政課長でございます。 

 それでは、補正予算書をごらんいただきたいと思います。予算書に従いまして順に説明をさせ

ていただきます。あわせて、事前にお配りしております６月補正予算の概要、工事請負関係の説

明書も一緒に御参照いただきたいと思います。 

 議案第５５号平成２３年度由布市一般会計補正予算（第１号）、平成２３年度由布市一般会計

補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９,３８４万円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ１６３億２,６０１万円と定める。 

 ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。平成２３年６月１３日提出、由布市長。 

 １ページから４ページにつきましては、款項ごとの補正額を記載しております。詳細につきま

しては、事項別明細書で御説明いたしますので、７ページをお開きください。 

 歳入でございますけども、１６款の県支出金につきましては、歳出が伴います特定財源ですの
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で、歳出の項目で説明をさせていただきます。 

 次の８ページをお開きください。１８款寄附金、１項の寄附金でございますけども、これにつ

きましては、一般寄附金として２５０万円を計上いたしております。 

 次の１９款繰入金１項繰入金につきましては基金繰入金ということで、今回の補正予算の財源

不足を補うために財政調整基金を取り崩しておりまして、金額につきましては５,４０６万

２,０００円でございます。 

 ２１款諸収入、５項雑入、３目の過年度収入でございますけども、これにつきましては、防衛

交付金過年度収入ということで、２２年度事業で行いました特防事業でございますけども、川北

２号線、奥倉線の改良事業に伴います２件の過年度収入といたしまして２,２００万円計上いた

しております。 

 次の９ページをお願いいたします。歳出でございます。４月の人事異動に伴います職員給与等

の組み替えを行っております。款別の変動につきましては、添付資料のほうに記載しております

ので、説明は省略させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 まず、９ページの最初の１款議会費でございますけども、議会費につきましては、１１節の需

用費から１３節の委託料まで、この３つの節につきましては、市民の方の議会に対する意識調査

ということで、今回実施いたします議会の情報提供事業の経費といたしましてそれぞれ計上いた

しております。合計額といたしまして１８５万６,０００円でございます。 

 次の１０ページをお開きください。中ほどの総務費の１項総務管理費、５目の財産管理費でご

ざいますけども、１９節の負担金補助及び交付金でございます。これにつきましては、県行造林

地の立木の売買に伴います地元交付金でございます。場所につきましては、湯布院の塚原地区と、

同じく湯布院の川西地区でございます。５６２万３,０００円を計上いたしております。 

 次の１０目の諸費でございますけども、同じく１９節でございます。自治区放送施設整備補助

金ということで、これにつきましては挾間地区の詰自治区の放送施設の整備に伴います補助金で

ございます。２９万９,０００円でございます。 

 続きまして、１２ページをお願いいたします。一番上になりますけども、４項の選挙費、知事

県議会議員選挙費でございますけども、これにつきましては経費の組み替えでございます。 

 次のページをお願いいたします。１３ページですけども、中ほどの３款民生費、１項社会福祉

費、２目の高齢者福祉費でございますけども、１９節の負担金補助及び交付金ということで、こ

れにつきましては、県の補助とあわせて補助をするものでございまして、安心住まい改修支援事

業補助金といたしまして３４５万円計上いたしております。これにつきましてはバリアフリーの

改修ということで、１０戸分などが含まれております。 

 次の３目の障がい者福祉費でございますけども、１３節の委託料といたしまして９２万
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４,０００円計上いたしておりますけども、これにつきましては、平成２４年度からの第３期障

害福祉計画を策定するための業務委託でございます。 

 続きまして、１５ページをお願いいたします。中ほどの２項の児童福祉費でございますけども、

２目の子育て支援費、これにつきましては、まず１１の需用費の印刷製本費３８万４,０００円

計上いたしておりますけども、これは子育てマップの作成の印刷費でございます。これにつきま

しては、全額県補助がつくようになっております。 

 次の修繕費の２００万円の減額をいたしておりますけども、これにつきましては当初予算で、

全額ですけども、県の補助をいただいて西庄内児童クラブ開所事業ということで修繕費に計上い

たしておりましたけども、今回修繕費を２００万円減額いたしまして、次の１５節の工事請負費

に５０万円プラスして２５０万円工事請負費で計上いたしております。これにつきましては全額

県補助でございます。 

 次のページをお願いいたします。同じく２項の児童福祉費の一番上になりますけども、１９節

の負担金補助及び交付金でございます。これにつきましては、先ほどの高齢者福祉費と同じ事業

でございまして、いわゆる子ども版になりますけども、安心住まい改修支援事業補助金というこ

とで１５０万円計上いたしております。これにつきましては、子育てのための改修ということで、

５戸分を計上いたしております。 

 続きまして、１９ページをお願いいたします。６款の農林水産業費、１項の農業費、３目の農

業振興費でございますけども、１９節の負担金補助及び交付金でございます。 

 まず、活力ある水田農業振興対策事業補助金５５７万５,０００円でございますけども、これ

につきましては、担い手農家に対する補助でございまして、県補助が３分の１、市が６分の１、

受益者が２分の１ということで負担するようになっております。 

 次の集落農場型低コスト省力技術対策事業補助金１６万円でございますけども、これにつきま

しては、全額県補助で１団体に補助するものでございます。 

 次の集落営農組織育成対策事業補助金７００万円でございますけども、これにつきましては、

２つの農事組合法人に対する補助金でございます。県が３分の１、市が６分の１、受益者が２分

の１負担するものでございます。 

 続きまして、次の４目の畜産業費でございますけども、まず、役務費、委託料、公有財産購入

費につきましては、庄内地区に建設予定であります畜産施設の整備費に伴うものでございます。 

 １４節の使用料及び賃借料と１６節の原材料費につきましては、本年度の畜産品評会場の整備

費ということで計上をいたしております。 

 次の２０ページをお願いいたします。一番上になりますけども、５目の農地費でございます。

１９節の負担金補助及び交付金でございますけども３００万円、これにつきましては、県の補助
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とあわせて行いますけども、渇水対策ということで渇水緊急対策事業補助金ということで、ポン

プ等の購入に対して補助するものでございます。県が３分の１、市が６分の１、受益者が２分の

１負担するものでございます。 

 続きまして、２１ページをお願いいたします。８款の土木費でございますけども、土木費につ

きましては、今回２種類の添付資料をお配りしておりますので、それを御参照いただきたいと思

います。 

 ２１ページの下になりますけども、２項の道路橋梁費、３目の道路新設改良費の１９節の負担

金補助及び交付金につきましては、湯の坪の無電柱化事業分の追加分ということで、工事負担金

といたしまして２,７１５万１,０００円を計上いたしております。 

 続きまして、次の２２ページをお願いいたします。一番上になりますけども、３項の河川費で

ございます。１目の河川総務費、委託料といたしまして２２万５,０００円、これにつきまして

は、全額県費でございますけども、事業の追加ということで２２万５,０００円計上いたしてお

ります。 

 続きまして、２３ページをお願いいたします。９款の消防費でございます。１項の消防費、

３目の災害対策費でございますけども、１１節の需用費の消耗品の３５０万４,０００円につき

ましては、先ほど市長のほうから申し上げましたけども、東日本大震災の被災地に送付いたしま

した備蓄しておりました非常食等の補充のための経費でございます。 

 次の修繕費から１８節の備品購入費までの経費につきましては、湯布院地区の防災無線に伴う

経費でございます。 

 続きまして、一番下になりますけども、１０款の教育費、１項教育費総務費、１目の教育委員

会費でございますけども、報酬を計上いたしております。これにつきましては、３月議会で議決

をいただきました教育委員の委員報酬の改定に伴うものでございまして、７６万６,０００円の

増額を行っております。 

 次のページをお願いいたします。中ほどになりますけども、１項の教育総務費の３目の教育指

導費でございます。１１節の需用費といたしまして、消耗品に３６万２,０００円計上いたして

おりますけども、これにつきましては、体育環境の整備を図るという目的で行います大分元気っ

子体力パワーアップ事業の経費でございます。 

 続きまして、次の２５ページをお願いいたします。４項の幼稚園費でございます。３目の幼稚

園振興費でございますけども、これにつきましては、８節の報償費から１８節の備品購入費まで

の分につきましては、すべて小１プロブレム対策推進事業に係る経費でございます。県の補助金

を２分の１計上いたしております。 

 次の２６ページをお願いいたします。６項の社会教育費、１目の社会教育総務費になりますけ
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ども、８節の報償費から１４節の使用料及び賃借料につきましては、当初予算で放課後子どもプ

ラン推進事業と地域教育推進事業という２つの事業に分けて計上いたしておりましたけども、今

回地域教育推進事業に統合されまして、なおかつ事業費が削減されたということで減額補正を行

っております。 

 １９節の負担金補助及び交付金の２５６万１,０００円につきましては、自治公民館等の整備

補助金ということで、これにつきましては、挾間の中恵公民館と庄内の櫟木公民館の改修等に伴

う補助金でございます。 

 私からは以上で詳細説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（渕野けさ子君）  以上で、各議案の詳細説明が終わりました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（渕野けさ子君）  これで本日の日程はすべて終了いたしました。次回の本会議は６月

１６日午前１０時から一般質問を行います。 

 なお、一般質問通告書追加分提出締め切りは明日の正午まで、議案質疑に係る発言通告書の締

め切りは１６日の正午までとなっていますので、厳守をお願いします。 

 本日はこれにて散会します。御苦労さまでした。 

午前11時40分散会 

────────────────────────────── 

 


